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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年１０月２０日（火）午前１０時　４分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時２２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

副委員長 大澤千恵子 委　　員 南野直司  委　　員 渡辺慎吾

委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

委 員 長 柴田繁勝



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部参事兼教育研究所長　以登田　毅 総務課長　岩見賢一郎

同課参事　日垣智之 学務課長　大橋徹之 学校教育課長　前馬晋策

同課参事　平松直樹 同課参事　奥野宏一 人権教育室長　北橋ひとみ

生涯学習部長　大場房二郎 生涯学習スポーツ課長 小林寿弘

同課参事　上　清隆 青少年課長　川崎敏康 同課参事　門川好博

市民図書館長　高田繁夫 同館参事　石田一男

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　杉本　徹

１．審査案件

議案第４１号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
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（午前１０時４開会）

○大澤千恵子副委員長　ただいまから文

教常任委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、時節柄、何かとお忙しい中、

文教常任委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。

　この間の選挙で新たに文教常任委員に

ご就任されました皆さんには、また１年

間何かとお世話になりますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

　本日は、過日の本会議で付託されまし

た案件についてご審議を賜るわけでござ

いますけれども、何とぞ慎重審議の上、

ご可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

　一たん退席いたしますけれども、どう

ぞよろしくお願いします。

○大澤千恵子副委員長　あいさつが終わ

りました。本日の委員会記録署名委員は、

南野委員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時５分　休憩）

（午前１０時６分　再開）

○大澤千恵子副委員長　それでは、再開

します。

　議案第４１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育総務部長。

○馬場教育総務部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第４１号、平成２１年

度一般会計補正予算（第４号）、教育委

員会所管分につきまして補足説明をさせ

ていただきます。

　歳入予算全般と歳出予算のうち、教育

総務部に係るものにつきましては、私が

ご説明申し上げ、生涯学習部に係るもの

につきましては、後ほど生涯学習部長が

ご説明申し上げますので、よろしくお願

いいたします。

　さて、今回の補正の主なものは、去る

５月に成立しました国の緊急経済対策に

伴う、国の平成２１年度第１次補正予算

において追加財源措置が行われました、

学校耐震化の早期推進、地上デジタルテ

レビの整備や学校のコンピューター、校

内ＬＡＮの整備を行う学校ＩＣＴ環境整

備など、いわゆるスクールニューディー

ル構想によるものや、新学習指導要綱の

実施等のための新教育環境の整備をする

ための理科教育等設備に係るものでござ

います。

　しかしながら、今般の国における補正

予算の見直しが行われた結果、２兆９，

０００億円余の予算の執行停止について、

先週金曜日、１０月１６日に閣議決定が

なされました。

　今回の国の補正予算の見直し過程の中

で、先ほど申し上げました事業に係る国

庫補助金等も当初は、その見直し、執行

停止の検討項目に入っておりましたので、

この間、教育委員会におきましては、関

係各課と連携しながら、情報収集に努め

てまいりました。

　その結果、大阪府教育委員会を通じて

の文部科学省からの事務連絡等により、

一定の方向性が示されましたので、本日、

それぞれの歳入項目におきまして、現在

把握している内容につきまして、ご説明

申し上げます。

　しかしながら、個々の補助金につきま

しては、いまだ交付決定通知のないもの

もあり、不確定要素も含まれており、仮

に最終的にこれらの補助金が執行停止と

なった場合、本市単独事業として事業執

行することは困難になるため、未執行処

分とさせていただく状況も予想されます。
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　今後、国から示されます交付決定等の

正式通知を待って、今回の補正内容を修

正する必要が生じました場合は、１２月

補正等におきまして、それらの項目を整

理し、減額補正することも予定ございま

すので、よろしくお願いいたします。

　それでは、改めまして、補正予算の内

容の説明をさせていただきます。今回の

補正は、予算書の４ページをお開きくだ

さい。４ページ、第１表、歳入歳出予算

補正、歳出の第９款に記載いたしますと

おり、教育費の補正前の額、３２億９，

９５８万2，０００円に７億４，５５１

万８，０００円を増額し、補正後の予算

額を４０億４，５１０万円といたすもの

でございます。

　今回、予算計上いたしました主なもの

といたしましては、先ほど申し上げまし

た国の補正予算によりまして、文部科学

省の補助金や経済危機対策臨時交付金な

どを活用した事業を計上させていただい

ております。

　それでは、歳入歳出補正事項別明細書

により、主なものについてご説明いたし

ます。

　まず、歳入でございますが、１２ペー

ジをごらんください。

　款１４国庫支出金、項２国庫補助金、

目４教育費国庫補助金のうち、理科教育

等設備整備費補助金５００万円、小・中

学校合わせまして５００万円につきまし

ては、新学習指導要領の変更に伴い必要

となる、新教育課程用教材備品を購入す

る補助金で、これにつきましては、既に

国から交付決定通知がなされております

ので、今回の執行停止項目からは除外さ

れております。

　次、安全・安心な学校づくり交付金１

億８，９１１万１，０００円につきまし

ては、小・中学校、幼稚園に係ります耐

震工事に係る交付金、及び小・中学校に

おける校内ＬＡＮ工事、並びに小・中学

校、幼稚園の地上デジタル対応施設整備

に係る交付金でございます。

　このうち、耐震工事に係る交付金につ

きましては、これも既に国から交付決定

がなされておりますので、今回の執行停

止項目からは除外されます。また、校内

ＬＡＮ工事や地上デジタル対応施設整備

に係る交付金につきましては、交付金の

内定前の今段階ではございますが、先ほ

ど申し上げました文部科学省からの通知

の中に、そこに書かれている内容を読み

ますが、「その重要性や地方議会の状況

などを踏まえ」、本日、これは１６日で

ございます、「本日の閣議において執行

することが認められました」と記載され

ておりますので、その内容を大阪府教育

委員会に確認、問い合わせしましたとこ

ろ、１１月には内示が出されるであろう

という情報を得ております。

　安全・安心な学校づくり交付金（生涯

学習スポーツ課）５７万６，０００円に

つきましても、公民館の地上デジタル対

応設備整備に係る交付金で、先ほどの通

知のとおりでございます。

　次に、学校情報通信技術環境整備事業

補助金７，５５９万５，０００円につき

ましては、小・中学校、幼稚園、公民館

のデジタルテレビの購入や小・中学校に

購入設置する電子黒板、また、小・中学

校の児童・生徒用及び教員用のパソコン

購入に係る補助金でございます。

　これにつきましては、補助金申請の第

１次募集分として、既に内示をいただい

ておりますので、これも今回の執行停止

項目からは除外されております。

　次に、款１５府支出金、項２府補助金、

目８教育費府補助金は、学校支援地域本

部事業補助金３５万１，０００円で、そ
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の事業費の全額が大阪府から補助される

ものでございます。

　以上が歳入でございます。

　次に、歳出でございますが、教育総務

に係るものについてご説明申し上げます。

２４ページをおあけください。

　款９教育費、項１教育総務費、目２事

務局費の備品購入費の増額につきまして

は、先ほど歳入でも触れさせていただき

ましたが、教育施設上の備品といたしま

して、小・中学校、幼稚園、公民館のデ

ジタルテレビの購入、小・中学校の電子

黒板、児童・生徒用や教員用のパソコン

の購入のための経費でございます。

　目４教育指導費は、大阪府の緊急雇用

創出基金事業補助金を活用した、学級補

助員を新たに雇い入れするための賃金で

ございます。

　続きまして、項２小学校費、目１学校

管理費では、小学校１０校の校内ＬＡＮ

及び地上デジタル対応設備改修に係る実

施設計費や工事費などの経費を計上いた

しております。

　目２教育振興費は、新教育指導要領に

よる新教育課程用教材としての理科備品

の購入の経費でございます。

　目４学校給食費は、給食調理場にスチー

ムコンベクションオーブンを購入するた

めの経費でございます。

　目６建設事業費は、鳥飼小学校の体育

館及び校舎の一部に係る耐震補強工事の

監理費や耐震化の工事などの経費でござ

います。

　続いて、項３中学校費、目１学校管理

費は、小学校費と同様、中学校５校分の

校内ＬＡＮ及び地上デジタル対応設備改

修に係る実施設計や工事費などの経費で

ございます。

　目２教育振興費につきましても、小学

校と同様、新学習指導要領による新教育

課程用教材としての理科備品の購入経費

でございます。

　次に、２６ページをおあけください。

　目５建設事業費は、第一中学校、第四

中学校の体育館に係る耐震補強工事の監

理費や耐震化工事などの経費でございま

す。

　続いて、項４幼稚園費、目１幼稚園管

理費は、小・中学校同様に、幼稚園３園

分の地上デジタル対応設備改修に係る実

施設計費や工事費などの経費でございま

す。

　目４建設事業費は、せっつ幼稚園の管

理棟及び保育棟に係る耐震補強工事の監

理費や耐震化工事費などの経費でござい

ます。

　以上、簡単ではございますが、平成２

１年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

教育委員会教育総務部所管分にかかわる

補足説明とさせていただきます。

　よろしくお願いいたします。

○大澤千恵子副委員長　大場生涯学習部

長。

○大場生涯学習部長　おはようございま

す。

　議案第４１号、平成２１年度一般会計

補正予算（第４号）の歳出のうち、生涯

学習部所管分について補足説明をさせて

いただきます。

　まず、２６ページでございます。

　款９教育費、項５社会教育費、目３青

少年対策費の学校支援地域本部事業委託

料は、地域の教育力を学校教育へ活用す

ることにより、教員の負担を軽減し、教

員が児童・生徒一人ひとりに向き合う時

間を拡大するとともに、地域全体で子ど

もをはぐくむ環境を整備することを目的

にした事業で、平成２０年７月から事業

実施となりました。

　今回の補正は、第四中学校区教育協議
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会に委託するため、大阪府と協議し、内

定した金額を計上したものでございます。

なお、第四中学校区以外の校区は、平成

２０年度中に事業を実施され、市の予算

を通さずに実施団体へ直接委託されてお

り、２１年度についても引き続き委託さ

れております。

　また、２１年度の申請から、大阪府か

ら市に補助金として交付され、市から実

施団体へ委託されるように制度が変更さ

れたところでございます。

　続いて、同ページの目５公民館費につ

きましては、公民館６館分の地上デジタ

ル対応設備改修に係る実施設計や工事費

などの経費でございます。

　以上、簡単ではございますが、平成２

１年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

の補足説明とさせていただきます。

○大澤千恵子副委員長　説明が終わり、

質疑に入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　今回より、文教常任委員会ということ

になりましたので、どうかよろしくお願

いしたいと思います。

　まず、今回の補正予算で教育費にまつ

わる高額な補正予算を組んでいただいた

なというふうに認識しております。子ど

もたちの教育環境、また、先生方の教育

環境に、これは本当にすべてが反映して

いったらいいなというふうに、私自身本

当に思っております。

　補足説明もございましたけども、何点

かちょっと聞かせていただきたいなと思

います。

　２５ページに出ておりますけども、件

名は、学級補助員さんの賃金ということ

で計上していただいておりますけども、

これはどのようなお仕事といいますか、

そのちょっと中身だけ聞かせていただき

たいなと思います。

　もう一つは、校内ＬＡＮの整備工事で

すけども、これの具体的な部分ですね、

中身もちょっと聞かせていただきたいな

と思います。

　それから、給食器具費、先ほどご説明

ありまして、スチームコンベクションオー

ブンということでご説明あったんですけ

ども、これを導入されてどのようなメリッ

トというか、利点というか、そんなんが

あるのか、その部分をちょっとお聞かせ

いただきたいなと思います。

　それから、電子黒板ですけども、これ

は国からの補助金が見直しされていると

いうふうに私自身認識しておりましたけ

ども、先ほど部長からのご説明で、いけ

るというふうに聞きましたので、よかっ

たなと思うんですけども、各小学校、中

学校に個数ですね、どれぐらいの。一つ

ずつぐらい設置されるのと認識しておる

んですけども、例えばどのような。普通

教室ではないと思うんですけども、普通

教室に設置されて、どのような授業をさ

れて、これもどのようなメリットがある

んか等々、ちょっと中身についてお聞か

せいただきたいなと思います。

○大澤千恵子副委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　おはようございま

す。

　それでは、私のほうから、学級補助員

配置事業にかかわりまして、その内容等

ご説明申し上げます。

　今回の学級補助員は、中学校への配置

を考えております。現在、各中学校では

学習指導、生活指導で大きな課題を抱え

ております。そのような中で、各教員は

奮闘しておる状況がございます。

　今回、よりきめ細かな学習指導や生徒

指導を実施するためには、やはり人の配

置が非常に重要であると学校からも要望
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がございました。一日当たり６時間の学

級補助員の配置をして、時には教員の授

業補助、あるいは個別に指導が必要な生

徒の支援、あるいは生徒指導上、きめ細

かな指導が要るときの支援、このような

ことを行ってまいりたいと考えておりま

す。

　全部の学校に入れられませんが、とり

あえず１校に、第二中学校を考えており

ますが、２名配置を予定しております。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　質問の二つ目

でございますが、校内ＬＡＮの整備の中

身というところでございます。

　これは、普通教室で、いわゆるＩＣＴ

機器を使用できるような形に整えたいと

いうところでございます。校内ＬＡＮと

申しますのは、いわゆるコンピューター

同士、または通信機器を結びまして、校

内でお互いのパソコン同士のやりとりが

できたり、または、外部と結んでインター

ネットが利用できるような環境をつくる

というところでございます。

　これを普通教室に。今まではコンピュー

ター室の整備でございましたんですけど

も、これを普通教室にということでござ

いますが、これはふだんの日常の授業、

その普通授業の中でパソコンが常時利用

できるという状況を環境として整備する

というところでございます。

　質問の４番目でございます。電子黒板

についてでございます。これは、今まで

のテレビ等と比べまして、画面が映ると

いう点では同じなんでございますけども、

電子黒板にいたしましたら、いわゆる黒

板の中で映された物を、黒板にタッチを

するようなことで、いろいろな操作がで

きるというところでございます。

　学習ソフトもたくさんございますので、

それらの活用ができたりします。例えば、

英語でございましたら、いろいろな絵が

かいてあって、例えばリンゴに触ったら

ＡＰＰＬＥというようなネイティブの発

音でつくられているソフトを活用しまし

たら、そういうようなこともできる。

　または、英文が書いてあって、そこを

タッチしたら、その英文をネイティブの

声で出していくというふうな授業が可能

になります。

　それから、国語でしたら、例えば漢字

の学習でなぞって書いたりとか、部首の

勉強だとか、いろいろなことが電子黒板

であったら直接書き込んだりもできます

し、それから漢字の学習では熟語だとか

についても、たくさん並んだ漢字の中で、

「これとこれ」というふうなことで指さ

したら、勝手に並びかえ、配置がえがな

されたりとか、いろいろなソフトがござ

います。

　それから、テレビではできなかったこ

となんですけども、画面の加工ができま

す。図版が出まして、それに線を書き加

えるだとか、そういった、よく天気予報

などでございますよね。天気図があって、

それに絵を書いてみたりとかいうような

ことができますね。

　しかも、情報の集積ができますので、

図を書いてしまった後、もとの図に戻し

たりも、一つの操作でできたりというこ

とで、授業の効率化にとってとても役に

立つ物だというふうに思っております。

　以上でございます。

○大澤千恵子副委員長　以登田参事、何

台ぐらい設置かということが抜けてまし

たので。

○以登田教育総務部参事　当面は、学校

あたり１台を配置して、活用を図りたい

というふうに思っています。

○大澤千恵子副委員長　大橋課長。
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○大橋学務課長　そうしましたら、私の

ほうから給食器具スチームコンベクショ

ンオーブンの導入メリットについてご答

弁申し上げます。

　スチームコンベクションオーブンと言

いますのは、家庭で言うところのスチー

ム機能のついた電子レンジというところ

で考えていただければいいと思います。

これまで給食場には、大きな回転がまと

いう煮炊きに長けた調理器具しかなかっ

たわけなんですけれども、スチームコン

ベクションオーブンと言います、焼く、

蒸すという行程に非常に長けた万能型の

器具を導入することによりまして、素材

本来の栄養価の部分をできるだけ損わず

に調理が可能となります。焼き魚であっ

たり、野菜のグリル系であったり、そう

いったことが可能になることによりまし

て、より栄養価の高い給食を子どもたち

に提供することが可能になりますし、ま

た、おいしい給食、新しいメニュー、そ

れによって食への関心というところも我々

は考えております。

　それと、今年度、鳥飼北小学校の改修

工事を実施させていただきまして、その

際１台導入をさせていただいております

ので、この補正予算で４台分計上させて

いただいております。合わせて５台。今

後、統一献立ということがございますの

で、来年度以降、できるだけ早い段階で

全校１０校に導入をさせていただきたい

というふうに考えております。

　以上でございます。

○大澤千恵子副委員長　南野委員。

○南野直司委員　ありがとうございます。

よくわかりました。

　いずれにしましても、多くの予算を組

んでいただいておりまして、本当に先ほ

ども言いましたけども、子どもたちの教

育環境の充実、さらに取り組んでいただ

きますように要望としておきます。

　ありがとうございます。

○大澤千恵子副委員長　ほか質疑のある

方。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　では、数点お聞きしたいと思います。

　学級補助員ですけども、今ご説明があ

りましたが、各校、１校に２名というよ

うなご説明で、当面第二中学校のほうに

２名配置ということですが、今後、他校

への配置の状況、計画についてどんなふ

うにお考えになっているのかお聞かせく

ださい。

　それから、給食器具費も今ご説明いた

だいたんですけども、今回の補正予算で

あと残り５校について、今回、経済危機

臨時交付金が財源に充てられているわけ

ですけども、今後、その財源の問題も含

めて、今後の５校にできるだけいい器具

ということですので、どこの小学校へ行っ

ても同じように栄養価が高くておいしい

給食をという、同じような状態にしてい

くのが急務だと思うんですけども、その

辺のめどということについて聞かせてい

ただけたらなと思います。

　それから、いろいろ器具が、備品購入

がありまして、パソコン、デジタルテレ

ビ、電子黒板等も一部ご説明いただいて

いるんですけども、校内用のパソコンに

ついては、どんな配置状況になるのか、

その辺についてもちょっとお聞かせをい

ただけたらなと思います。

○大澤千恵子副委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、中学校

の学級補助員の今後の配置計画でついて

でございますが、現在さまざまな形で、

サポーター、補助員等、学校に配置され

ているところでございます。学校の課題

によって、短時間の配置でよいものもあ
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れば、この補助員のように６時間という

長い時間配置するべきものもあると思い

ます。

　第二中学校に配置し、その効果等も見

ながら、必要な学校があるならば、拡大

も考えていきたいと思いますが、まずこ

のような形で、この補助員が有効である

かどうかもよく見ていきたいと思ってい

ます。

　いずれにしましても、学校にさまざま

な補助をする立場の人間が必要でござい

ますから、今後その有効性等も検証して

まいりたい、そのように考えております。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　スチームコンベクショ

ンオーブンの導入の計画についてでござ

いますが、先ほど申し上げましたように、

本年度の鳥飼北小学校の給食場の改修工

事で１台、今回の補正予算で４台分を計

上させていただいておりまして、残りが

５台ということになります。

　かなり高価な器具になりますので、財

政事情もございまして、なかなか難しい

部分はあるとは思うんですけども、私ど

もといたしましては、２３年度までには

全校導入することによって、統一的に実

施させていただきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○大澤千恵子副委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　ご質問の３点

目でございますが、校内のパソコン、教

育用パソコンでございますが、中学校で

４１台、５校分配置させていただきます。

　それから、小学校には、普通教室にて

使えるために、１校当たり８台から９台

のパソコンを充当します。

　これにより、授業の改善を図っていき

たいというふうに思っています。

　以上でございます。

○大澤千恵子副委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　補助員につきましては、

今ご説明いただきました。

　まず、先ほども人の配置ということは

非常に重要だというのは、最初にご説明

いただきました。確かに今の子どもたち

や学校の現場というのは、大変な状況で

あるということも認識しているところで

ありますし、かねてから授業を安定的に、

子どもたちがわかる授業ということでい

えば、少人数学級を広げていくというこ

とも非常に重要なことだと思います。そ

れが、財源的な問題も含めて、市として

できることとして、いろいろ１年生への

学級補助員の配置であるとか、今回のよ

うな補助員の追加ということになってき

ているかと思うんですが、今回の２名の

追加というのは、これは中学校側のほう

からの、学校側のほうからの要請に基づ

いて行われているのかなというように思

うわけですが、ほかの学校からの要請等

については、今どんな状況になっている

のか、それもちょっとあわせて参考にお

聞かせいただけたらと思いますので、お

願いをいたします。

　続いて、スチームコンベクションオー

ブンですが、２３年度までということで

す。２年ほどありますが、交付金等も今

回限りのような状況になってきている中、

ぜひ自主財源でも早急に、できるだけ早

く設置をしていただくようにお願いした

いなと思います。それは、要望としてお

きます。

　それから、パソコンについてですが、

先ほども校内ＬＡＮの工事で各普通教室

でＩＣＴ機器が使えるような状況にして

いくということでお話がありました。設

備のほうは整ってきて、後は端末をどう

するのかというような話になってくるの
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かと思うんですけども、今回の小学校１

校につき８台から９台、中学校４１台と

いうのは、１校につき４１台ということ

ですかね。

　この状況で授業をやる際に、生徒・児

童一人当たりにどのぐらい使えるのかど

うか。すべての教室でどんな授業でも電

子黒板があり、一人ひとりにパソコンが

あり、夢のような未来世界のようなもの

がもう間近に迫っているのかなという感

じはするんですけども、そういう授業が

できるような状況には、なかなかまだま

だならないのかなと思ったりするんです

が、その辺の目標がどんなところにあっ

て、今回の補正でそれはどんな到達になっ

て、今後どういうふうな形に持っていく

のか。

　今回は、いろいろな交付金、経済危機

対策等でつけられたものであって、財源

としては一時的なものでありますけども、

導入している物については、一時的な物

であり得ないものだと思いますので、そ

の点がどういうふうな計画になっている

のか、ちょっとそれをお聞かせいただき

たいと思います。

　よろしくお願いします。

○大澤千恵子副委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、中学校

からの人的な配置の要請の状況について

ご答弁申し上げます。

　学校の状況によってさまざまな要請が

ございます。例えば、指導改善加配、い

わゆる少人数加配などの加配を今後さら

に配置するために、府や国へ要望してほ

しいと、そんなことを要請している学校

もございます。

　また、具体的に生徒指導上の課題にこ

たえるために、例えば家庭教育相談員で

あるとか、できればスクール・ソーシャ

ルワーカーの配置を何とか検討していた

だけないか、そのようなことを要請する

学校もございます。

　今回、学力向上プランにかかわりまし

て、全校のヒアリングも行いましたが、

きめ細かな指導をするために、あるいは

一人ひとりの課題にこたえていくために、

何とか小学校の学級補助員のような配置

ができないか、そういうようなことを希

望として述べている学校もございました。

学校によって課題が若干違いますので、

そのようなさまざまな形の要請があった、

そのような状況でございます。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　パソコンにか

かわりましてのご回答でございますが、

文部科学省の整備目標といたしましては、

一台当たり、児童・生徒が３．６人となっ

ております。本市では現在、一台当たり、

小学校で１６．５人、中学校で９．７人

という状況であります。これで、小・中

学校全体の平均では、１３．５人に１台

という勘定になります。

　今回の補正で、全体で８．６人に１台

というふうに進んでまいります。これは、

中学で現在使っておりますのがＸＰとい

う機種が入っておるんですけども、これ

は小学校のほうに配置転換をしまして、

より効率よく指導ができる。現在、小学

校に入っておりますのが古い機種、９８

とＸＰが混在しておりますので、中学校

のほうからの転用も図りながら充足して

いきたいというふうに考えております。

　それから、もう一つ、校務用のパソコ

ンということで、教職員の事務の効率化

というようなことで、文科省の目標で１

人１台ということで、今回、１人職員１

台充て、パソコンを校務用パソコンとい

うことで導入をしていく予定にしており

ます。

－9－



　これにより、業務の軽減と効率化が図

られて、節約した時間を児童・生徒と、

より効率の高い授業なり生徒指導ができ

るというふうに考えております。

　以上でございます。

○大澤千恵子副委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　補助員についての考え方

もお聞かせをいただきました。一人ひと

りに学校生活の中で勉強のほうも、それ

から生活についても、やっぱり一人ひと

りに光が当てられるといいますか、先生

たちの目が行き届く。子どもたちも、

「学校、先生、親や地域の中から見られ

ている」と、「見守ってもらっている」

というような環境の中で、学校がおもし

ろくなっていく、楽しくなってくるんで

はないかなというふうに思っています。

そういう意味では、補助員というものが

各学校で柔軟に、弾力的に学校にあわせ

た補助員さんを追加できるようなことも

必要かなというふうに思います。

　ただ、根源的には、学校の単位という

のはクラスだと思いますし、そのクラス

で一人の先生が少人数の子どもたちを見

て、勉強とそれから生活というのをきち

んと見ていけるような状況をつくってい

くというのが、本来の基礎であるべきで

あって、そこに補助員をつけていくとい

うのが根本的なあるべき姿ではないかな

と私は思うんです。

　もちろん、少人数学級で大阪府のほう

から、小学校１年生、２年生ということ

になっておりますけども、今は中学校の

中でも非常に少人数学級が求められる声

が大きくなっております。

　ここは、これ以上触れませんけども、

少人数学級については、補助員をもちろ

ん弾力的に配置できるように、市として

も努力していただきたいですし、府にも

働きかけていただきたいですし、国の制

度としてしていただきたいですし、ただ、

補助員については、できるだけ学校の要

請に応じられるような状況をぜひとって

いただきたいと思います。

　もちろん、補助員さん、どんな補助員

さん、どんな立場の方がなられるのかに

もよると思いますので、ちょっとその辺、

今回の補助員さん、どういう方がなられ

るか、ちょっと聞き漏らしましたので、

それだけちょっと聞かせていただいて、

補助員さんについての質問を終わらせて

もらいます。

　パソコンについては、今回の状況でい

きますと、文部科学省で言ってる１台に

つき３．６人というようなところにはい

かないけども、ちょっと近づくことがで

きるということでありますので、今後、

どんなふうに整備していくのか。これ、

たちまち財源の問題が出てくるかと思い

ますけども、学校教育の現場として、優

先課題は一体どこにあるのかですね。やっ

ぱり、子どものためにという、教育のた

めにやっぱり優先課題、どれを本当に一

番にしていいのかというのは、なかなか

見つけにくいのかもしれませんけども、

今回のように補正予算で財源が、ポンと

ついたときに、それにあわせてつけると

いう、そもそもそういったものではない

んではないかなと思うんです。「たまた

まついてきたので、今までやりたかった

ものを、とにかくやっておこう」という

ような思いは理解できるわけですが、基

本的に学校教育の場において、優先順位

をどこにつけていくのか。何を求めてい

くのかということをきちんと把握といい

ますか、共有していただいて、進めていっ

ていただきたいなと思います。

　先ほどの給食の器具も含めて、お考え

をいただきたいと思いますので、ちょっ

とその辺の学校教育整備、環境整備につ
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いて、統廃合も行われ、耐震補強も今回

提案されておりますが、後ほど協議会で

も説明があるかと思いますけども、耐震

の検査の結果も出てきている中で課題も

残っているかと思います。そういった中

での優先順位の考え方については、ちょっ

と教育長のほうからお聞かせいただけた

らなと思うんです。総務部長からでも、

どちらかにお願いしたいと思います。

○大澤千恵子副委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、補助員

には、どのような方を考えているのかと

いうご質問にご答弁申し上げます。

　教育委員会では中学校の教員免許を有

している方、このような方を何とか雇用

できればと思っております。学習指導等

にもかかわっていただきたいと思ってお

ります。ただ、非常に講師不足で、なか

なか講師が配置できない状況もございま

す。

　ですから、なかなか免許を有している

方を確保することは難しいかと思います

が、入れるとなれば最大限努力をしてい

きたいと思っております。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　馬場部長。

○馬場教育総務部長　それでは、予算変

えられている中で、どういった形の整備

を進めていくかということで、前段ちょっ

とお答えさせていただきましたけども、

基本的に教育環境ですから、いわゆる子

どもたちが育つための施設の環境整備が、

まずハードの整備としてあると思います。

それ以外に、ソフトの整備で学校教育の

ほうの所管になりますが、そういった補

助員とかそういった整備があると思いま

す。

　いずれにしましても、多額の予算が必

要になります。本会議の中で三好議員か

らもご質問いただきましたが、今日、こ

の補助金を活用するまでに、今まででき

なかったのかどうかというようなことで

ございましたが、そこで私答えさせてい

ただきましたように、さまざまな課題、

さまざまな環境整備をしていかないとい

けないという中で、市の限られた予算を

市長のほうにお願いして、先ほど南野委

員が言っていただきましたように、教育

に回していただくというようなご理解を

いただく努力をし、また、今回こういっ

た補助金を最大限活用すると。

　今回の補助金も、手前みそになります

が、なるべく早く補助申請することによっ

て、今回の見直しの対象外から外れてつ

けれると。今回の補助金につきましても、

１次申請していないＰＣについては、見

直しの対象になっているということで、

既にそういう補助金カットの対象になっ

ております。

　私どもは、内部で協議しながら、財政

とも協議する中で、いち早くそういう補

助金の申請もしていただく中で、内示を

いただいた中で、今回対象から外れてい

ると。そういうこともございますので、

今後もそういう財源を確保する努力をし

ながら、ハード、それとソフト両面に向

けて整備をしていかなければならないと

思います。具体的には、それぞれの予算

要求、学校要望を聞く中でやっていきた

いと思いますので、これからもひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。

○大澤千恵子副委員長　和島教育長。

○和島教育長　今、ハードの部分は部長

のほうからもご答弁申し上げましたけれ

ども、安全・安心という耐震とか、そう

いうものが最優先されてきていると思っ

ております。

　それと、今言いましたソフトの部分、

この部分については、ご承知のように摂

津市の教育委員会では、平成１５年度か
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ら、「行きたくてたまらない学校、学び

のある教室」その実現に向けてさまざま

な施策を実施してきましたが、その中で

柱になっているのは、一つは授業づくり、

わかる授業というのが柱の一つ。もう一

つは、子どもたちが安心できる居場所づ

くり。そしてもう一つは、地域に開かれ

た学校づくり、それが３本柱で、それに

ついてのさまざまな施策展開をしてまい

りました。

　その中で、特に教育委員会の予算は、

毎年大体、ことしは３２億円の予算で、

この補正で４０億円になりますけども、

本来、大体教育予算というのは、その年

度年度で事業によって違いますけれども、

３０億円前後です。その限られた予算の

中に、今、学校教育、ソフトの部分で何

をしていくのかと言えば、私はこの何年

間か続けてきたのは、学校の要望を聞い

ておりましても、やはり人の配置だと思っ

ています。

　先ほど、ご質問の中でも言われており

ましたけれども、少人数指導のための加

配、あるいは生徒指導上の加配とかです

ね。あと、私どもで取り組んだのは、読

書サポーターの配置とか、小学校１年生

の補助員の配置とか、子どもたちにきめ

細かく、一人ひとりに、先ほど言われま

したように、目を向けて子どもたちの教

育に携わっていく人の配置が最優先に、

今日まで進めてきておりますし、また、

この考え方は今も変わっておりません。

　そういう中で今回、国のほうから多額

の補正予算という施策が打ち出されまし

たので、非常に遅れていたＩＣＴ関連の

予算も計上させていただいて、そちらの

部分の整備を図っていくというのが現状

でございます。私はやはり学校教育を進

めていくのに一番大切なのは、人、加配

等を含めて配置をしていくということを

第一義に考えていきたいと思っておりま

す。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　今、総務部長、教育長か

らご答弁いただきました。

　ハードの面で耐震を中心とした安全の

部分、ソフトの面では人の配置というよ

うなお話、ぜひその優先課題、進めてい

きたいと思うわけです。

　特に、もちろん授業改善の中でＩＣＴ

機器等を導入していくというのは大事な

ことだと思います。非常にＩＴ機器等々

を利用していく授業というのは、非常に

過渡的状況の中で、先生にまずそれを利

用した授業をどうやってやるのか。パソ

コンをどんなふうに活用していくのかと。

ひょっとしたらパソコンが苦手な先生も

たくさんいらっしゃるのではないかと。

そういう先生たちに研修をしながら、同

時に子どもたちへの教育は待ったなしで

すので、本当に学校の現場というのは大

変な状況。授業だけでなく、これは生活

であったりとか、それから学校の外の話

までご相談があったりすることもあると

思います。地域教育協議会等々、開かれ

た学校の中では、地域との関係も求めら

れている中で、非常にいろいろな社会の

矛盾も含めて、学校にいろんなものが集

中してきている中で、しかしおろそかに

してはいけないのは、やっぱり目の前に

いる子どもたちに豊かな人格を形成して

いくという教育の理念ですね、あわせた

形でどうやっていくのかなと思います。

　その上では、やっぱりいろいろな研修

も含めて、今の限られた人数の中で根性

でやっていくんだということでは限りが

あるわけで、人の配置というのは本当に

重要なことだと思っておりますので、こ

の点については、市教委独自の努力も含
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めて、きちんと大阪府、国に対して物を

言っていただきたいと思います。

　よろしくお願いします。

　以上で終わります。

○大澤千恵子副委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　久しぶりの委員会質問

でございます。私、先ほども言いました

ように、非常に空白期間が長うございま

すので、浦島太郎状態になっていると思

います。こんなこと知らないのかという

ようなことを質問するかもしれませんが、

その点ご容赦よろしくお願いしたいと思

います。

　政権交代等で、やるといってることが

中止・中断ということで、非常に現下の

現場も右往左往しているような状況とお

察し申し上げます。政権交代というのは、

こういうものだなというふうにつくづく

私も感じております。大変だと思います

が、これも慣れだというふうに思います

ので、頑張っていただきたいと思います。

　まず初めに、先ほども質問ありました

学級補助員のことについて質問したいと

思いますが、先ほどどういう資格の方々

を採用されるのかということで、中学校

の教員免許を持っている方々とか、そう

いう方を中心にということでございます

が、漏れ聞こえてくるわけでございます

が、非常に二中が今荒れているというこ

とでございます。その荒れている二中に

対して、もっと具体的に２名の補助員の

方、例えば中学校のＯＢの方とか、それ

からそういう大阪府の生活指導に当たっ

ている方とか、そのような方を中心に採

用されるのか。また、具体的にもうちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。

　それから、給食の電子スチームコンベ

クションオーブンですか、多額のそうい

うシステムを導入されて、より栄養価の

高い、安心で安全な給食を供給するとい

うことはよくわかるんですね。

　そして、それをすべの小学校に配置す

るということでございますが、給食シス

テムを、今の現実の給食システムを今後

もずっと続けていかれるのかどうか、ちょっ

とそれもお聞きしたいと思います。

　それから、電子黒板、これを１台導入

されるということでございますが、先日

のテレビを見ておりますと、政府与党は、

電子黒板の導入を中止するということで、

そういう形で文部科学大臣が言っておら

れたということでございますが、そのよ

うな段階で電子黒板、実験的に配置され

るのかどうか。今後の展開があるという

確信のもとに配置されるのかどうか、そ

れもちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。

　それから、学校支援地域本部事業委託

料ですか、これのちょっと内容を、もう

ちょっと詳しくお聞かせ願いたいと思い

ます。

○大澤千恵子副委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　委員からご指摘の

あった第二中学校が荒れているのかとい

う点についてです。荒れているという表

現が適切なのかはわかりませんが、課題

が学習指導や生徒指導において、たくさ

んあるというのは事実でございます。そ

の中で、教職員は、本当に努力を惜しま

ずに取り組んでいるところでございます。

　今回の補助員を第二中学校に配置する

というのは、その努力にこたえ、より一

層生徒に向き合えるようにしていきたい

と思いからであり、このような趣旨を改

めて確認させていただきたいと思ってい

ます。

　その２名の支援員ですけれども、原則

としては公募という形で募集していきた

いと思っておりますが、中学校のことを

よくわかっていただける方、あるいは具
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体的に課題に対応できるような方を念頭

に置いております。

　ですから、今、委員からは中学校のＯ

Ｂというような声もございましたが、そ

ういう方がご応募いただければありがた

いと思っておりますし、なかなか人が確

保できない場合に、大阪府教育委員会で

あるとか、あるいは退職された教員にも

直接声をかけるとか、そういう努力を我々

していきたいと思っております。

○大澤千恵子副委員長　大橋課長。

○大橋学務課長　給食のシステムの今後

の継続についてのご質問にご答弁申し上

げます。

　現在、本市の給食のシステムといたし

ましては、自校方式、さらに自校での炊

飯ということもさせていただく中で、栄

養士が統一的に献立を考え、食材の購入

等についても原則として国内の、それと

単価だけではなく、実績であるとか産地

であるとかも加味しながら、食材の選定

をし、導入をしていくと。この部分につ

いては、引き続き継続します。例えば、

センター方式であるという手法もあるわ

けですけれども、現在の自校の摂津市の

システムとしては、非常にいいシステム

だというふうに認識しておりますので、

継続をしてまいりたいというふうには考

えております。

　２０年４月から、１校で調理業務の委

託について導入をさせていただいている

わけなんですけれども、この部分につい

ては、調理業務等に限って業者のほうに

委託をしているという現状がございます。

　現在、第４次の行財政改革の実施計画

が策定中でございますので、その部分に

ついて、この考え方については明らかに

させていただきたいというふうには考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　以上でございます。

○大澤千恵子副委員長　以登田参事。

○以登田教育総務部参事　電子黒板にか

かわってでございますが、今回、一たび

凍結等の話があったんですけども、９月

１８日の閣議決定によりまして決まりま

して、政府による最終的な見直し結果が

出まして、電子黒板が買えるようになっ

たというところでございますが、今後、

やはり私どもは電子黒板につきまして、

まさにいろんな機種だとかいろんな物が

開発されておりますので、いわゆる電子

黒板でテレビ型で本当にスイッチを入れ

たらすぐ電子黒板にセットされるような

ものから、スライドだとか、いわゆるス

クリーンに映し出してというタイプとか、

いろんなタイプがございますので、いろ

いろなことを検討して充足はしていきた

いというふうには思っております。

　それから、先ほどの１０月１６日付で

来ております文章で、いわゆる執行を保

留していたというところが、政府による

最終的な見直し結果が閣議決定、１０月

１６日にされたというところでございま

すので、つけ加えさせていただきます。

　ありがとうございます。

○大澤千恵子副委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　第４番目のご質問を

いただきました、学校支援地域本部事業

についてご説明させていただきます。

　この事業についてでありますけれども、

中学校区単位ごとに地域で学校を支援す

る、学校支援地域本部を設置し、地域の

教育力を学校教育へ活用することにより、

教員の負担を軽減し、教員が児童・生徒

一人ひとりに向き合う時間を拡充すると

ともに、地域全体で子どもをはぐくむ環

境を整備することを目的にした事業であ

りまして、平成２０年７月から、この事

業が実施されることになりました。
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　このための事業費でございますけれど

も、文部科学省から都道府県へ委託され、

さらにそれを市町村へ再委託となってお

り、１０分の１０の補助事業でございま

す。

　摂津市では、全中学校区で活動してい

ます地域教育協議会、略称すこやかネッ

トと申し上げていますけども、これに委

託して事業実施しており、今回の補正は、

第四中学校区教育協議会に委託するため、

大阪府と協議し、内定した金額を予算計

上したものでございます。

　今回、第四中学校区ということでござ

いますけれども、これ以外の校区につき

ましては、先ほど２０年７月から事業実

施になったと申し上げましたけれども、

２０年度中に事業実施されまして、例え

ば第五中学校区は昨年の９月、二中校区

は１０月、一中、三中校区は１２月にそ

れぞれ事業を開始されました。

　それで、昨年２０年度につきましては、

市を経由せずに実施団体へ直接補助され

るという形になっておりますけれども。

　それで、２０年度は、今申し上げまし

た五中校区、二中校区、一中、三中校区

につきましては、それぞれ昨年中に実施

しており、それぞれの団体へ直接補助さ

れておりますけれども、２１年度からこ

の制度が変わりまして、一たん市に歳入

という形で入りまして、それをその団体

へ補助するというように制度が変わった

ため、今回、昨年できておりませんでし

た四中校区の分として、予算を上げさせ

ていただいたものでございます。

　よろしくお願いいたします。

○大澤千恵子副委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　補助員の件ですけど、

非常に荒れているという表現が不適当か

正しいどうかわかりませんが、現状どの

ような状況になっているのか。補助員は、

単に補助的な学習を教えるだけの方なの

か、それとか、そういう非行に走ってい

る方をしっかりと生活する方なのか、そ

ういうことをちょっと、今現状と、それ

から具体的に補助員の役割。

　そして、公募ということになってきて、

これはぶっちゃけた話ですけど、もし非

常に荒れている学校で公募して、「こん

な学校ちょっと堪忍してな」というよう

な状況になるかもしれませんし。だから、

そういう点を私は、隠ぺいと言うと非常

に言葉は悪いんですけど、学校の現実を

しっかりと、例えば議会とか地域とか、

そういうところに赤裸々に。赤裸々とい

う言葉もふさわしくないかもしれません

が、しっかりと現状を認識してもらうと

いうか、そういうことも必要ではないか。

　先ほどの話ではないんですけど、教育

委員会やら学校だけで、そういうさまざ

まな問題を解決しようとしても、やっぱ

りこれは限界がある。そのためには、そ

の問題を、「いや、いや、いや」という

ことではなくて、もっとオープンにして、

みんなに、地域の皆さん、そしてさまざ

まな関係者に現状を知らす必要があるん

ではないかというふうに思うわけであり

まして、そういう点から、今、二中の置

かれておる現状をちょっと具体的にお聞

きしたいというふうに思います。

　それから、給食の今後の考えというこ

とですけど、私、以前、経費節約という

観点から、民間委託とかそういうことを

一生懸命思っていましたけど、しかし今

現実、学校の給食でしっかりとした栄養

をとるということが、非常に児童にとっ

て必要ではないかというふうにやっぱり

思いました。

　私は、そういう点で、特に食に関して

は、大変財政逼迫している状況でござい

ますが、お金はやっぱり使うべきという
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ふうに思いますので、今後ともまたひと

つよろしくお願いしたいと思います。

　それから、電子黒板の件ですけど、わ

かりました。そういう点で、これからそ

ういう形で予算もおりるということでご

ざいますから、やっぱり楽しくなる授業

が展開されるんではないかというふうに

私も思いますので、これからそういう点

で意義のあることを心から祈念していま

す。

　それから、例の学校支援の地域運動委

託料の件でございますが、すこやかネッ

トということで、「大阪府からの直接」

が、「市を通して」ということになりま

した。これも今説明をいただいたんです

けど、教員の補助的な立場で、教員の負

担を軽減するというようなご答弁いただ

いて。そしたら、相当学校教育の中に入っ

ていくというふうに、私は今とらえたわ

けですね。そういう点、もうちょっと詳

しく説明いただきたいんです。

　私が知っているすこやかネットの方々

が、そこまで学校に入り込んでいると私

は思いませんので、その点ちょっとまた

ご説明をお願いしたいと思います。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　それでは、第二中

学校の現状についてですが、正直申し上

げて、生徒指導、そして学習指導に課題

があります。具体的な数値で、例えば問

題行動であるとか、いじめの発生件数、

これが他校に比べてとりたてて大きいと

か、そういうわけではございません。

　ただ、不登校等の数が非常に多くなっ

ておる。そのようなことは言えるのと思っ

ています。

　そのような中で、学力の問題等により、

授業が非常に構成しにくくなっています。

非常に大きな学力差もございますし、ま

た、さっき不登校と申し上げましたけど

も、大変おくれて登校するような生徒も

たくさんいる現状の中で、結局悪循環に

なります。また、学力の差が出てきます。

　そのような中で、教員そのものが、常

に生徒の指導に当たっていなければなら

ない。常に当たっていなければならない、

この表現はおかしいかもしれませんが、

例えば、教材研究をする時間とか、ある

いは会議をする時間、この時間を割いて

でも生徒を追いかけ回している状況、こ

のようなことがございます。

　その中で、第二中学校ですが、実は昨

年度は府教委の生徒数にかかわってのサ

ポートチームを派遣していただいたり、

さまざまなことに取り組んでおるところ

でございます。昨年度、今年度は、大阪

府からスクールソーシャルワーカー、こ

の派遣もしていただいています。

　このように、外部に対していろいろ応

援も求めながら、取り組んでところでご

ざいます。

　学校のほうは、この状況で嘆いていて

も仕方がない。とにかく、生徒たちに地

道な努力により学力をつけよう。そのた

めに、生活の安定のため、生徒指導も改

めて頑張る。正直にいろんな支援も求め

ていきたい。今回、学校長を中心とする

そのような願いも受けとめての補助員の

配置とご理解いただければと思います。

　以上です。

○大澤千恵子副委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　それでは、すこやか

ネットのもう少し内容、また、この事業

の内容等についてご説明させていただき

たいと思います。

　先ほど申し上げました、教員の方の負

担を軽減しという部分なんですけれども、

これは今、学校のほうが開かれた学校づ

くりということで、学校がいろんな地域
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の団体というんですか、自治会なり民生

委員さん、また青少年指導員、子ども会、

ＰＴＡ、いろんな団体がありますけれど

も、そういったところと同じ地域の子育

てという点で、また、安全、健全育成、

そういった等の目的でいろんな活動をさ

れています。

　そういったときに、学校は今までです

と、これの核になるのが学校が中心になっ

てやっておりますので、そういった部分

でいいますと、そのときに担当される学

校の校長先生、また教頭先生、そういっ

た方々にこういう負担がかかるところだ

と思うんですけれども、今回この事業で

は、そういった部分について、教員のＯ

Ｂの方なり、また、今までのそういった

参画されている地域の団体いうんですか、

そういった方に、そういった事業を一部

手助けに入っていただくというんですか。

これは、学校支援コーディネーターとい

う形で、そういった方々に入っていただ

くんですけれども、こういった方々の報

償費等も今回、こっちの制度の中に組み

込まれました。

　これ以外にも、各すこやかネットで、

従来から広報紙、すこやかネットによっ

て発行回数もちょっと違いますけれども、

そういったものの費用。また、ボランティ

アの方の保険代、そういったものも、今

回の費用の中に組み込まれるようになり

ました。ということで、そういったこと

で、少しでも学校の負担を軽くし、また、

参加されるボランティアの方にも安心し

て活動していただけるといったことの制

度が、この２０年７月から実施されまし

て、ただ、これが２０年、２１年、２２

年の３カ年の補助事業となっています。

　そういったことで、３年間ではござい

ますけれども、こういった制度を有効に

活用して、地域で少しでも活動が活発に

なるようにということで取り組んでいた

だいております。

　以上でございます。

○大澤千恵子副委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　補助員の件ですけど、

ある一定ご答弁いただきましたが、私ら

つい先日まで選挙しておったわけでござ

います。

　そこで、地域の方々からいろんな意見

をいただいて、その中でそれが正しいか

正しくないかはわからんにしても、地元

の、特に第二中学校の学校の内容が非常

に、学校が荒れているという形でいろい

ろ陳情があったわけです。その中で、私

自身で学校の先生とかいろんな方々に情

報を聞きますと、今もう二中の先生方が

手いっぱいや、大変な状況というふうに

聞きました。何らかの過去において事件

にかかわった生徒たちもおるということ

を聞きました。

　その中で、当然、補助員を追加される

ということ。２名が、これは少ないか多

いかわかりませんが、私はもっと必要で

はないかと思うわけでございますが、そ

のようなことをされたということで、た

だ、本当に私は今、二中の先生方は、ちょっ

と限界に達しているんではないかと思い

ます。

　そういう意味で、私の考え方ですけど、

我々議員がただ追及するだけではなくて、

しっかりとした現実を知って、何らかの

立場で先生方と共同でそういうものに、

我々は我々の立場で手助けできないかと

いうことを、私は今、しっかりと今考え

ているんです。

　だから、従来からの、例えば学校は学

校で解決するんだという考え方、それは

わからんでもないんですけど、そのよう

な考え方をされておったら、絶対限界が

来るんではないかと思いますので、これ
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は言いにくいかもしれませんが、今後委

員会なり、また、本会議等でそのような

ことの質問があったときには、しっかり

と先生も現実ということを踏まえて、我々

も含めてみんなの協力を得るんだという

気持ちの中でご答弁をいただきたいと思

うんですよ。

　決して我々は、私はですよ、そういう

形で追及して、追及していくだけの人間

ではないということだけは、ご認識いた

だきたいと思います。

　本当にご苦労でございますが、教育委

員会の方々も精いっぱい二中の対応をし

ていただきたい、このように要望してお

きます。

　それから、地域支援、ご答弁で大体の

ことはわかりました。その３年間予算が

出るということで、それが打ち切られた

段階で、次はそしたらどういうことをす

るかということを考えておられるのかど

うか、その１点だけちょっと聞かせ願い

たいと思います。

○大澤千恵子副委員長　川崎課長。

○川崎青少年課長　今現在、このすこや

かネットのほうに対しては、市の単費で

ございますけれども、各中学校区ごとに

１０万円ずつ補助のほうをさせていただ

いております。

　それに今回のこういった制度が入って

きましたので、活用できる間は活用して

いくということで、一応学校のほうにも、

今既存の活動に余り負荷のかからない、

今までされている広報活動とか、それか

ら先ほども言いましたけども、学校の元

教諭のＯＢの方に入っていただいて、そ

ういった地域とのかかわりの会議の案内

とか、また広報紙の発行、そういった部

分で活用していただける間ということで

しておりますけれども、ただ、これも今

現在の市の財政の状況で言いますと、こ

の制度が２２年度でなくなりますけれど

も、その後の手だてについては、今はま

だ明確に考えとしては持っておりません。

　これも今まで国・府等で、こういった

補助等がありますけれども、どうしても

期間が限定されておりますので、その分

の有効活用ということで取り組んでいく

ということで考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○大澤千恵子副委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　その後を余り考えてい

ないというご答弁なんですけど、せっか

くこれができたそういうシステムですの

で、やっぱりそれを有効に。「はい、終

わりや」という形の終わり方というのは、

余りにもこれは何かもったいないような、

寂しいようなことがあると思いますので、

これはやっぱりきちっとですね。それは、

縮小せざるを得んことはわかりますけど、

ただ、市民の協力者の方々に、そういう

お願いをして、そういう点も踏まえて、

これはやっぱりずっと続けていく必要が

あるんではないか。形を変えながらも、

続けていくことを考えていただきたいと

思いますので、これも要望して、私の質

問を終わりたいと思います。

○大澤千恵子副委員長　以上で質疑を終

わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時２０分　休憩）

（午前１１時２１分　再開）

○大澤千恵子副委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子副委員長　討論なしと認め、

採決します。

　議案第４１号所管分について可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

○大澤千恵子副委員長　全員賛成です。

　よって、本件は可決すべきものと決定
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いたしました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時２２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任副委員長 大 澤 千 恵 子

文教常任委員  南 野 直 司
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